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      八幡浜市では、各種統計調査を実施するために、統計調査員に登録していただける方を随時募集しています。


登録していただくと、調査が実施されるときに、市からご案内します。調査の詳しい内容や、報酬等をご提示し、調査をしてもよいという場合は、調査をお願いすることになります。ご都合が合わない場合は、お断りいただいてかまいません。


統計調査員の業務は一日のうち数時間を調査活動にあてるなど自分で計画して進めることができるため、定年後の空いた時間や家事のかたわらにできる仕事です。


※統計調査は、年度ごとに実施数や規模が異なり、必要となる調査員の数も異なるため、年間を通して仕事があるとは限りません。依頼をしない年もありますのでご了承ください。


募集資格


	20歳以上70歳未満の方
	責任をもって調査事務を遂行できる方
	税務、警察及び選挙に直接関係のない方
	調査関係情報の秘密保持ができる方
	暴力団員又は暴力団密接関係者でない方



統計調査員の主な仕事の内容


調査ごとに違いがありますが、主な内容は次のとおりです。


	調査員事務説明会への出席
	担当する調査地域の範囲と調査対象の確認
	調査についての説明と調査書類の配布
	調査票の回収
	調査票の点検、整理、提出



実施予定の調査


	全国家計構造調査（2024年10月～11月）
	農林業センサス（2025年2月1日）
	国勢調査（2025年10月1日）



調査期間


ほとんどの調査で、約2カ月間、統計調査員として従事していただくことになります。


	毎日従事するわけではありません。
	ご自分の都合に合わせて空いている時間に従事していただけます。



統計調査員の身分


任命期間中（概ね2カ月）は、非常勤の公務員となります。


統計調査員の報酬


調査活動に応じて、報酬が支払われます。（報酬額は、国の基準によります。）


調査活動中の災害補償


調査活動中に災害（交通事故など）にあった場合には、公務災害補償が適用されます。


応募方法


登録は随時行っております。まずは、総務課統計係までご連絡ください。


「統計調査員登録希望者登録カード」に記入いただき、希望する調査地域や時期など簡単な面談を行います。


申請の際に、統計調査員身分証用の写真を撮影させていただきます。


 


	統計調査員希望者登録カード	様式	記入例




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　総務課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5988
FAX：0894-24-0610
E-Mail：soumu@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.
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